
令 和 ６ 年 8 月 5 日 

 

大都市制度・行財政改革特別委員会 

 

企 画 調 整 部 企 画 課 
 

浜松市総合計画基本計画の策定について 
 

 

 

◆ 資 料 ◆ 

浜松市総合計画基本計画（案）にかかるパブリック・コメント 

 

 

◆ スケジュール ◆ 

8 月 7 日（水） 西地域分科会 

8 月 16 日（金）   パブリック・コメント開始 

8 月 22 日（木）  浜北地域分科会 

8 月 23 日（金）  東地域分科会 

8 月 28 日（水）  北地域分科会、中地域分科会 

8 月 29 日（木）  天竜区協議会 

8 月 30 日（金）  南地域分科会 

9 月 17 日（火）  パブリック・コメント終了 

10 月        意見の内容及び市の考え方の公表 

11 月       市議会へ議案提出 

令和 7 年 4 月   計画期間の開始（予定） 
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浜松市総合計画基本計画（案） 
に対するご意見をお待ちしています！ 

 
 
 

1．「浜松市総合計画基本計画」とは 

  総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の 3 層で構成しています。そ

のうち、基本構想（平成 27～令和 26 年度：30 年）で定めた 1 世代先の未来

の理想の姿の実現に向けて、長期的な展望に立って総合的な政策を定めたも

のが基本計画（令和 7～令和 16 年度：10 年）です。 

 
2．案の公表期間及び意見募集期間 

令和 6年 8月 16 日（金）～令和 6年 9月 17 日（火） 

 
3．案の公表先 

企画課、市政情報室、区役所、行政センター、支所、協働センター、ふれあい

センター、中央図書館、市民協働センター（中央区中央一丁目）、パブコメ PR

コーナー（市役所本館１階ロビー）にて配布 
浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載 
【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】 
 

4．意見の提出方法 

意見書には、住所※、氏名または団体名※、電話番号を記入して、次のいずれか

の方法で提出してください。 
※住所および氏名または団体名が未記入の意見には、本市の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令等に  

基づき適正に管理します。 
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ
ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。） 
①直接持参 企画課（市役所本館 5階）まで書面で提出 

②郵便【はがき、封書】 
（最終日の消印有効） 

〒430－8652 

浜松市中央区元城町 103－2 企画課あて 

③電子メール kikaku@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

④ＦＡＸ 050－3730－1867（企画課） 

 
5．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表 

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和 6 年 10 月に

公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

 
6．問い合わせ先 

企画調整部企画課（ＴＥＬ 053－457－2241） 

 

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例などを策定す

るときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご意見、ご要望など

を聴きながら最終的な案を決定する手続きのことをいいます。 

浜松市では、平成 15 年 4 月から、この制度を導入しています。 
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下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください 
 
 

●パブリック・コメント実施案件の概要 
 

   ●浜松市総合計画基本計画（案）         
    1 総論 ･･････Ｐ １ 

     (1) 総合計画の概要 ･･････Ｐ ２～Ｐ ３ 

     (2) 第 2期基本計画の概要 ･･････Ｐ ４～Ｐ ６ 

    2 まちづくりの基本理念 ･･････Ｐ ７～Ｐ１０  

3 分野別計画 ･･････Ｐ１１～Ｐ１２ 

(1) 産業経済 ･･････Ｐ１３～Ｐ２０ 

(2) こども・教育 ･･････Ｐ２１～Ｐ２６ 

(3) 安全・安心・快適 ･･････Ｐ２７～Ｐ３６ 

(4) 環境・くらし ･･････Ｐ３７～Ｐ４２ 

(5) 健康・福祉 ･･････Ｐ４３～Ｐ５０ 

(6) 文化・スポーツ  ･･････Ｐ５１～Ｐ５６ 

(7) 地方自治 ･･････Ｐ５７～Ｐ６６ 

    
●意見提出様式（参考） 
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パブリック・コメント実施案件の概要 

 

案件名 浜松市総合計画基本計画（案） 

趣旨・目的 

・ 総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画の 3層で構成してい

ます。そのうち、基本構想（平成 27～令和 26 年度：30 年）で定

めた 1 世代先の未来の理想の姿の実現に向けて、長期的な展望に

立って総合的な政策を基本計画（令和 7～令和 16 年度：10 年）

で定めます。 

策定（見直し）に 

至った背景・経緯 

・ 現在の基本計画は令和 6年度末までを計画期間としています。 

・ 今後10年間の市政運営の方向性を示す次期基本計画を定めます。 

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

・ 次期基本計画の策定にあたっては、基本構想で描いた未来の理想

の姿の実現に向けて、計画期間に取り組むべきことを整理しまし

た。 

・ 次期基本計画では、物質的な豊かさに加え、経済的な尺度では測

ることができない健康や心の豊かさ、地域、人とのつながりなど

も重視し、一人ひとりが幸福を実感できる計画とするため、生活

満足度や将来への期待度などに関する市民意識調査を実施し、分

析に基づいて政策を立案しました。 

案のポイント 

（ 見 直 し 事 項 な

ど） 

・ 「まちづくりの基本理念」として、6 つの柱を設定しました。 

（1）未来へ向けた持続可能なまちづくり 

（2）幸福が実感できる豊かなくらしの実現 

（3）活力ある地域経済の振興 

（4）共助型社会の構築 

（5）にぎわいと魅力の創造 

（6）拠点ネットワーク型都市構造の形成 

・ 「産業経済」「こども・教育」「安全・安心・快適」「環境・くら

し」「健康・福祉」「文化・スポーツ」「地方自治」の 7 分野を設

定し、分野ごとに 10 年後の理想の姿、取組の方向性、基本政策

と政策の内容を体系的に記載しました。 

関係法令・ 

上位計画など 

・基本構想 

・浜松市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例 

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

令和 6 年 8～9 月 案の公表・意見募集 

令和 6 年 10 月 案の修正、市の考え方の作成 

令和 6 年 10 月 意見募集結果及び市の考え方、修正案を公表 

令和 6 年 11 月  浜松市議会へ議案提出 

令和 7 年 4 月 計画期間の開始(予定) 
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パブリック・コメント意見提出様式 
～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～  

 
※ご住所 
（所在地） 

 

※お名前 
（法人名・団体名） 

 

電話番号  

案の名称 浜松市総合計画基本計画（案） 

意見募集期間 令和 6年 8月 16 日（金）～令和 6年 9月 17 日（火） 

意見欄 

 

 
・※ご住所およびお名前が未記入の意見には、実施機関の考え方は示しません。 
・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令

等に基づき適正に管理します。 
・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その

場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 
・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 
 
【提出先】 企画課あて 
住所    ：〒430－8652 浜松市中央区元城町 103－2 
ＦＡＸ   ：050－3730－1867 
Ｅ－ｍａｉｌ：kikaku@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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～どうやって意見を書いたらいいの？～ 

 
「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。 
・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。 
・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

  

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 
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